
千 葉 地 方 検 察 庁 内 に 一 時 留 置 中 の 被 護 送 者 の 給 食 に つ い て  

昭 和 51年 ６ 月 16日 例 規 （ 会 ・ 刑 ） 第 16号  

 

警 察 本 部 長  

題 名 改 正 〔 平 成 18年 例 規 （ 留 ・ 会 ） 18号 〕  

  

〔 沿 革 〕  昭 和 58年 ７ 月 例 規 （ 留 ・ 会 ） 第 25号  昭 和 59年 ５ 月 例 規 （ 警 ） 第 ９ 号   

   平 成 18年 ４ 月 例 規 （ 留 ・ 会 ） 第 18号     

各 所 属 長  

千 葉 地 方 検 察 庁 内 一 時 留 置 場 （ 以 下 「 一 時 留 置 場 」 と い う 。 ） に 留 置 中 の 被 疑 者 等 に 対 す る 昼 食 に

つ い て は 留 置 警 察 署 に お い て 携 行 さ せ て い る が 、 被 疑 者 等 の 取 扱 い を 適 正 に す る た め 、 下 記 の と お り

一 時 留 置 場 に お い て 給 食 す る こ と と し た の で 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

記  

１  実 施 年 月 日  

昭 和 51年 ７ 月 １ 日  

２  給 食 の 対 象  

被 留 置 者 の 集 中 護 送 及 び 一 時 留 置 実 施 要 綱 の 制 定 に つ い て（ 平 成 18年 例 規（ 留 ）第 17号 。以 下「 実

施 要 綱 」 と い う 。 ） 第 １ の ２ に 規 定 す る 一 時 留 置 場 に 留 置 中 の 被 護 送 者 で 昼 食 を 支 給 す る 必 要 が あ

る 者  

３  給 食 の 手 続  

(１ ) 被 留 置 者 の 留 置 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 19年 本 部 訓 令 第 12号 ） に 定 め る 留 置 主 任 官 は 、 一 時 留 置

場 に お け る 被 護 送 者 の 給 食 の 有 無 に つ い て 、 一 般 護 送 計 画 書 （ 千 葉 県 警 察 被 留 置 者 護 送 要 綱 第 23

条 に 定 め る 別 記 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 明 ら か に し て お か な け れ ば な ら な い 。  

(２ ) 一 時 留 置 場 に お い て 給 食 を す る 被 護 送 者 は 、 前 日 ま で に 護 送 連 絡 を 完 了 し た 者 と す る 。 た だ

し 、 留 置 主 任 官 か ら 、 当 日 午 前 ９ 時 ま で に 総 務 部 留 置 管 理 課 護 送 企 画 係 （ 以 下 「 護 送 企 画 係 」 と

い う 。 ） へ 電 話 連 絡 が あ っ た も の は こ の 限 り で な い 。  

(３ ) 護 送 企 画 係 は 、 被 護 送 者 給 食 表 （ 別 記 様 式 第 １ 号 ） に よ り 給 食 数 を 取 り ま と め 、 指 定 業 者 に

注 文 す る と と も に 、 納 入 さ れ た 弁 当 に つ い て 検 収 し 、 給 食 集 計 表 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） に 給 食 数 を

記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

(４ ) 総 務 部 留 置 管 理 課 長 は 、 給 食 集 計 表 を 翌 月 の ５ 日 ま で に 総 務 部 会 計 課 長 に 送 付 す る も の と す

る 。  

４  給 食 代 金 の 支 払 及 び 償 還 金 の 請 求  

(１ ) 一 時 留 置 場 に お い て 支 給 し た 被 護 送 者 の 給 食 代 金 は 総 務 部 会 計 課 に お い て 一 括 支 払 い の 手 続

を 行 う 。  

(２ ) 償 還 金 の 請 求 は 、 一 時 留 置 場 に お い て 給 食 し た 分 も 含 め て 、 各 留 置 警 察 署 に お い て 従 来 ど お

り 行 う 。  

５  そ の 他  

(１ ) 一 時 留 置 場 に お い て は 、 糧 食 の 自 弁 は 取 扱 わ な い 。  

(２ ) 一 時 留 置 場 に お い て 給 食 し た 被 護 送 者 に は 留 置 警 察 署 に お い て 二 重 支 給 し な い よ う 留 意 す る

こ と 。  

 

 以 下  様 式 省 略  


